
就学指導の体系と手続きの流れ   （①～⑦は手続きの順序） 

 

 特別支援学級等の就学先を決めるにあたっては，所属先の先生方等と相談していただくとともに，

不安に思われることや，わからないことがありましたら，教育委員会の担当者にお尋ねください。 
また，特別支援学級等の見学を希望される場合は，見学先の学校に連絡してください。            

教育委員会 学びづくり課 人権教育担当 ９２８－１１７０ 

就学支援室 ９２４－５５５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

         

    

 

 

知的 自閉症 病弱  難聴  弱視   肢体           言語  情緒    
   情緒             不自由             （原則，小学校２年生以上から利用） 
 
 

番号 項 目 時 期 留 意 事 項 等 

① 相談 随 時 所属先等で就学相談等を行う 

② 申込 
８月末日 

（在籍６年生は８月５日） 
※〆切が土日の場合は

前日まで 

提出書類（●必須，○必要に応じて） 

保護者 ● 就学指導審議申込書１部 

○ 診断書，検査結果等 

※ 所属先等を通じて，就学指導審議申込書，就学

指導資料等を教育委員会に提出 

(確認：心理検査等の実施，療育手帳，身体障がい者手帳等） 

③ 書類提出 

④ 
実態把握 
就学指導 

９月～１２月 

所属先等での実態把握，面談の実施（必要に応じて） 

⑤ 審議依頼 福山市教育支援委員会に適切な就学先について審議を依頼 

⑥ 審議報告 教育委員会へ審議結果を報告 

⑦ 
意見通知 
就学指導 

１０月～１月 依頼先所属長及び関係学校長に審議意見報告書を通知 

 
保護者の 
意向報告 

通知が届いて 

一週間程度 
所属長は，保護者の意向を確認し教育委員会に報告 

※ 特別支援学校への就学には，特別支援学校での教育相談が必要です。 

実
態
把
握 

就
学
指
導 

 

所属先（小学校，中学校，義務教育学校） 

 
② 申込 

申込 
③ 

書
類
提
出 

 福
山
市
教
育
支
援
委
員
会 ⑤ 審議依頼 

⑥ 審議報告 

特別支援学級 通級指導教室 

保護者 

① 相談 

 

意
見
通
知  

就
学
指
導 

 

④ ⑦ 
保
護
者
の
意
向

確
認 

 

特別支援学校 

就学予定者を

県教委へ通知 

通常の学級 

教育学，医学，

心理学等の専

門的知識のあ

る委員により

審議されます。 

福 山 市 教 育 委 員 会  
 障がいの状態，必要な支援，専門家の意見，保護者の思い等を踏まえ，
教育委員会が総合的に判断します。 

 


